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条

例

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
項
第
四
号
に

掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人
」
を
加
え
、
「
資
本
割
又
は
同
号
ロ
」
を
「
資
本
割
又
は
同
項
第
三
号
ロ
」

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第
六
項
各
号
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第
七
項
各
号
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
ガ
ス
供
給
業
」
を
「
導
管
ガ
ス
供
給
業
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

特
定
ガ
ス
供
給
業
（
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
ガ
ス
供
給
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

収
入
割
額
、
付
加
価
値
割
額
及
び
資
本
割
額
の
合
算
額

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
表
第
三
十
三
条
第
四
項
の
項
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十

三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
の
項
を
削
り
、
同
表
第
三
十
三
条
第
四
項

第
三
号
の
項
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
第
二
号
」
に
、
「
そ
の

他
」
を
「
特
別
法
人
以
外
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
五
条
第
一
項
の
項
中
「
掲
げ
る
事
業
」
を
「
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
三
項
第
一
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
ガ
ス
供
給
業
」
を
「
導
管
ガ
ス
供
給
業
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

特
定
ガ
ス
供
給
業

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
ガ
ス
供
給
業
」
の
下
に
「
（
導
管
ガ
ス
供
給
業
及
び
特
定
ガ
ス
供
給
業
に

限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ハ
中
「
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
金
額
の
区
分
に
よ
り
各
事
業
年
度
の
所
得
を
区
分
し
、
当
該
区
分
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
」
を
「
各
事
業
年
度
の
所
得
に
百
分
の
一
の
」
に
、
「
計
算
し
た
金
額
を
合
計
し
た
」
を
「
得

た
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
ガ
ス
供
給
業
」
を
「
導
管
ガ
ス
供
給
業
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
そ
の
他
」

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
五
号
）

一

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
法
人

事
業
税
に
つ
い
て
、
ガ
ス
供
給
業
の
う
ち
特
定
ガ
ス
供
給
業
に
係
る
課
税
方
式
を
見
直
す
ほ
か
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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を
「
特
別
法
人
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

特
定
ガ
ス
供
給
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
〇
・
四
八
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
百
分
の
〇
・
七
七
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額

三

各
事
業
年
度
の
資
本
金
等
の
額
に
百
分
の
〇
・
三
二
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
業
を
行
う
法
人
」
を
加
え
、
「
資
本
割
又
は
同
号
ロ
」
を
「
資
本
割
又
は
同
項
第
三
号
ロ
」
に

改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
一
項
」
を
「
第
七
十

三
条
の
十
四
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
二
項
」
を
「
第
七
十

三
条
の
十
四
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
三
項
」
を
「
第
七
十

三
条
の
十
四
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
四
項
前
段
又
は
同
項
後
段
の
申
告
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当

該
住
宅
の
取
得
が
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

第
五
項
前
段
、
同
項
後
段
又
は
前
項
の
申
告
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
土
地
の
取
得

が
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
五
項
又
は

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
百
十
四
条
中
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
二
項
」

に
、
「
同
条
第
六
十
四
項
又
は
第
七
十
四
項
」
を
「
同
条
第
六
十
六
項
又
は
第
七
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
条
中
「
第
五
十
三
条
第
六
十
三
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
六
十
五
項
」
に
、
「
同
条
第
六

十
七
項
又
は
第
七
十
七
項
」
を
「
同
条
第
六
十
九
項
又
は
第
七
十
九
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
三
項
の
表
附
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
項
中
「
特
定
卸
供
給
事
業
」
の
下
に

「
並
び
に
特
定
ガ
ス
供
給
業
」
を
加
え
る
。

附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
表
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
項
中

「
百
分
の
〇
・
四

百
分
の
〇
・
四
九
五

百
分
の
〇
・
七

百
分
の
〇
・
八
三
五

を
「
百
分
の
一

百
分
の
一
・
一
八
」
に

百
分
の
一

百
分
の
一
・
一
八

」

改
め
、
同
表
中

「
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
イ

百
分
の
一
・
二

百
分
の
一
・
二
六

第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ

百
分
の
〇
・
五

百
分
の
〇
・
五
二
五

を

第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ハ

百
分
の
一

百
分
の
一
・
一
八

」

「
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号

百
分
の
〇
・
四
八

百
分
の
〇
・
五
一
九

第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号

百
分
の
〇
・
七
七

百
分
の
〇
・
八
〇
八
五

に

第
三
十
三
条
第
四
項
第
三
号

百
分
の
〇
・
三
二

百
分
の
〇
・
三
三
六

」

改
め
、
同
表
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
の
項
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
三
条

第
五
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
三
条
第
四
項
第
三
号
の
項
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
第
三

号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
同

条
第
五
項
第
一
号
」
に
、
「
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

附
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
特
定
卸
供
給
事
業
」
の
下
に
「
並
び
に
特
定
ガ
ス
供
給
業
」
を

加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
同

条
第
五
項
第
一
号
」
に
、
「
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
」
に
、

「
同
項
第
三
号
に
」
を
「
同
項
第
二
号
に
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
二
の
七
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。附

則
第
十
四
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
六
項
本
文
」
を
「
附
則
第

十
五
条
第
十
五
項
本
文
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第

二
十
七
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、

同
条
第
五
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
第
二
号
」
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に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七
項
第
三
号
」
を

「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
附

則
第
十
五
条
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、

同
条
第
八
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十

四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
中
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号

と
す
る
。

附
則
第
十
五
条
第
二
項
中
「
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
」
を
「
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修

等
住
宅
」
に
、
「
熱
損
失
防
止
改
修
専
有
部
分
」
を
「
熱
損
失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
」
に
、
「
特
定

熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
若
し
く
は
」
を
「
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
若
し
く
は
」
に
、
「
特
定
熱

損
失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
」
を
「
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
」
に
、
「
熱
損
失
防

止
改
修
工
事
」
を
「
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
の
三
第
一
号
イ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下

「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
四
年
改
正
前
の
地

方
税
法
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方

税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
同

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税

法
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
号
イ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
」
を
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
」
に
、
「
法
附
則
第
十
五
条
」
を
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方

税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
第

三
百
四
十
九
条
の
三
」
の
下
に
「
（
第
十
八
項
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
同
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
四
年
改
正

前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人

の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て

課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
都
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
都
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
都
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る

部
分
は
、
令
和
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

三
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
四
条

第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五

条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
施
設
又
は
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

７

旧
条
例
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
旧
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
九
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
（
以
下
「
熱

損
失
防
止
改
修
工
事
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
若
し
く

は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
専
有
部
分
又
は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
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二
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損

失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

規

則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
十
一
号
の
二
の
二
様
式
中
「第

５３条
第
５４項

」
を
「第

５３条
第
５６項

」
に
、
「第

３２１条

の
８
第
５４項

」
を
「第

３２１条
の
８
第
５６項

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「第

５３条
第
５５項

」
を
「第

５３条
第
５７項

」
に
、
「第

３２１条
の
８
第
５５項

」
を
「第

３２１条
の
８
第
５７項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
一
号
の
二
の
三
様
式
備
考
１
中
「第

５３条
第
５６項
」
を
「第

５３条
第
５８項

」
に
、
「第

３２１条
の
８
第
５６項

」
を
「第

３２１条
の
８
第
５８項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
一
号
の
五
様
式
中
「第

５３条
第
６７項

前
段

」
を
「第

５３条
第
６９項

前
段

」
に
、
「第

３２１

条
の
８
第
６４項

前
段

」
を
「第

３２１条
の
８
第
６６項

前
段

」
に
、
「第

５３条
第
７４項

又
は
第
３２１条

の
８

第
７１項

」
を
「第

５３条
第
７６項

又
は
第
３２１条

の
８
第
７３項

」
に
、
同
様
式
備
考
中
「第

５３条
第
６８

項

」
を
「第

５３条
第
７０項

」
に
、
「第
３２１条

の
８
第
６５項

」
を
「第

３２１条
の
８
第
６７項

」
に
、
「第

５３条
第
７４項

」
を
「第

５３条
第
７６項

」
に
、
「第

３２１条
の
８
第
７１項

」
を
「第

３２１条
の
８
第
７３項

」

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
一
号
の
七
様
式
中
「第

５３条
第
７２項

」
を
「第

５３条
第
７４項

」
に
、
「第

３２１条
の
８

第
６９項

」
を
「第
３２１条

の
８
第
７１項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
三
備
考
４
中
「熱

損
失
防
止
改
修
住
宅
等

」
を
「熱

損
失
防
止
改
修

等
住
宅
等

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
７
中
「特

定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
等

」
を
「特

定
熱
損
失
防
止

改
修
等
住
宅
等

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規

定
中
法
人
の
都
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
都
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
都
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
別
記
第
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
三
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
五
条
の
九
第

九
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
（
以
下
「
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
」
と
い
う
。
）
が
行
わ

れ
た
同
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
若
し
く
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改

修
専
有
部
分
又
は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
熱
損
失
防

止
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
同
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改

修
住
宅
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
に
対
し
て
課
す

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
別
記
第
三
十

一
号
の
二
の
二
様
式
、
第
三
十
一
号
の
二
の
三
様
式
、
第
三
十
一
号
の
五
様
式
、
第
三
十
一
号
の
七

様
式
及
び
第
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
三
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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